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平成27年度 中央労働保険適用徴収業務監察結果の概要

労働保険制度は、労働者のセーフテイネットであるとともに、各種施策を推進する

財政基盤となるものである。また、制度の運営に当たっては、労働保険制度の健全な

運営、費用負担の公平の確保及び労働者の福祉の向上等の観点から、労働者を雇用す

る全ての事業主の労働保険への加入と労働保険料の確実な納付が重要な課題である。

平成26年度の労働保険の保険料収納率は、全体で 98.30見であり、平成25年度の収

納率（97.98%）を上回っている。また、都道府県労働局（以下 f局j という。）別で

みると収納率には聞きがあるものの、ほとんどの局において前年度の収納率を上回っ

ている。

労働保険の適用徴収業務の運営に当たっては、収納率の向上を最重要課題として取

り組む必要があるが、厳しい行財政事情の下、効率的かっ効果的な業務運営を徹底し

ていくことが不可欠である。

このため、平成 27年度は労働保険料の収納率向上等に向けた取組、労働保険の未

手続事業一掃対策、労働保険事務組合（以下「事務組合」という。）に対する監査の実

施状況を重点として 25局40暑に対して実地監察を実施した。

監察の結果、労働保険料の収納率向上等に向けた取組については、複数年度又は多

額の滞納事業場を重点対象として、債務承認書や納付計画書を徴するなどの措置を講

じ、効率的・効果的な滞納整理に努めている状況がみられたものの、局によっては滞

納整理の組織的な進捗状況の管理が十分でないなどの状況がみられた。

労働保険の宋手続事業一掃対策については、これまでの実績等を踏まえた具体的な

適用促進計画を策定し、未手続事業に対する訪問による手続指導及び職権成立手続を

着実に実施するなど、未手続事業の解消に向けた取組を積極的に行っている状況がみ

られたものの、局によっては職権成立手続を行っていないなどの状況がみられた。

事務組合に対する監査については、計画的な監査を実施し、必要に応じて事後措置

を講じ適切な事務処理の徹底に努めている状況がみられたものの、局によっては保険

料の滞納が多額に上る事務組合に対し、速やかに臨時の監査を実施していないなどの

状況がみられた。

労働保険料等の適正徴収については、賃金不払情報に基づく労働保険料算定基礎調

査（以下「算調」という。）を実施していない等がみられた。また、徴収事務について

は、現金領収証書、現金出納簿、納付受託証書の記入及び決裁誤り等がみられた。さ

らに職員研修の実施については、新たに適用徴収業務に従事する職員に対する研修の

未実施又は実施時期の遅延などの状況がみられた。

今後の行政運営において、より効率的・効果的な行政展開を図るため、本年度中央

監察の対象になった局はもとより、対象とならなかった局においても、総務部長（徴

収部長）を始め局署管理者は、その責務を担う重要性を認識し的確な進捗状況の管理

を行うとともに、中央・地方監察結果報告、本省留意通達等を踏まえ自局の取組状況、

問題点を検証した上で、改善が必要と認められる場合には、早期かっ確実に改善を図

り、併せて改善措置を各局業務計画に反映させる必要がある。
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第1 労働保険料等の適正徴収の実施

1 労働保険料の収納率向上等に向けた取組

(1）収納率等の分析

各局とも、 「平成27年度における労働保険適用徴収業務の運営に当たっての

留意事項等について」 （以下、 「本省留意通達」という。）を踏まえ、これまで

の収納率と業務指数との関連について分析を行ラていた。

(2) 滞納整理計画の策定

各局とも、労働保険料の滞納整理計画の策定に当たっては、本省留意通達を踏

まえ、複数年度にわたり滞納している事業主や多額の労働保険料等を滞納してい

る事業主を中心に重点事業主を選定していた。

また、重点事業主に対する取組では、文書、電話による納付督励によってもな

お納付がなされない場合、臨戸による督励を行い、それでも納付がなされない場

合には財産調査を実施し、差押えを行う等の具体的な滞納整理計画を策定してい

た。

(3) 滞納整理の実施

各局とも、労働保険料の滞納整理に当たっては、本省留意通達を踏まえ、滞納

事業場毎に滞納保険料額と時効による消滅時期等を盛り込んだ一覧表を担当部長

まで毎月決裁するなどにより、進捗状況の組織的な管理を行っている状況がみら

れた。

また、指定納期限までに労働保険料等を納付しない事業主に対しては、文書の

送付や電話等により納付督励を行い、納付計画を作成する必要がある事業主に対

しては、債務承認書を徴した上で、納付計画書を提出させていた。

さらに、納付督励によってもなお納付がなされない重点事業主を中心に財産調

査や差押えを行うなどの効率的かっ効果的な滞納整理を行っていた。

中には、

【O非常勤職員に研修を実施し納付督励補助等に活用している例】

職員を差押え等の業務に専念させるため、非常勤職員に研修を実施し、納入状

況の定期的な確認、電話による納付督励補助、債務承認書及び納付計画書の提出

に係る事務処理などを担当させている

【O滞納整理実務研修資料を毎年改定している例】

納付督励、財産調査及び差押え等に係る事務処理のポイント、最新の金融機関

照会先一覧などを取りまとめた実務研修資料を毎年改定し、担当職員に配布して

いる

【O高額滞納事業主Iご対する納付督励を署長に指示している例】
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署長による督励の効果が認められると判断される高額滞納事業主について、署

長自ら納付督励を実施するよう指示している

【0年度内完納を意臓させるため年度末に集合徴収を実施している例】

事業主に年度内の完納を意識させるため、第3期分の督促状発送時期に集合徴

収を実施している

状況がみられた。

しかしながら、一部の局においては、

【・重点事業主に対する時効中断措置等の取組が十分でない例】

重点事業主に対して時効中断措置等の必要な取組を行っていないため、消滅時

効が完成している

【・延滞金債権の時効中断措置等の取組が十分でない例】

滞納している労働保険料について時効中断措置等がなされているものの、延滞

金債権について時効中断措置等の必要な取組を行っていないため、消滅時効が完

成している

【・進捗状況の組織的な管理が十分でない例】

滞納整理事業場毎に滞納保険料額と時効による消滅時期等を盛り込んだ一覧表

を作成していない、又は当該一覧表を担当部長が毎月決裁していないなど進捗状

況の組織的な管理を行っていない

【・不納欠損処分が遅延している例】

消滅時効が2年前に完成した事案について、不納欠損処分を行っていない

状況がみられた。

2 労働保険料算定基礎飼査の実施

(1) 算問実施計画の策定

各局とも、算調については、算調実施要領及び本省留意通達に基づき、パート

タイム労働者等が多い業種を優先的に計画算調対象事業場に選定して、各局の実

情に合わせ、局署の役割分担を明確にした算調実施計画を策定していた。

中には、

【O労働保険適用徴収システムの年度更新データを活用している例】

労働保険適用徴収システム（以下「適用徴収システムj という。）の年度更新

データを基に、非正規労働者数の割合が高い、雇用保険免除対象高年齢労働者数

の割合が高い、又は還付金額が多い等の事業場を抽出し、計画算調対象事業場の

選定に加えている

状況がみられた。

しかしながら、一部の局においては、

【・計画算聞の業種選定が適正でない例】

① 計画算調の対象業種が前年度のままとなっており、本省留意通達に基づい
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た業種による事業場を選定していない

② パートタイム労働者が多い業種のうち、適用徴収システムの検索結果とハ

ローワークシステムの検索結果において、雇用保険対象者数に差が大きい事

業場を選定していない

状況がみられた。

(2)算聞の実施

各局とも、算調については、年開業務量を踏まえ計画的に実施している状況が

みられた。

しかしながら、一部の局においては、

【・遡及期間を誤っている例】

未手続中の保険事故が発生した事業場の算調に当たり、最大で3年度前の4月

1日まで遡及すべき事案について 2年度前までしか遡及していない

【・賃金不払是正情報を活用していない等の例】

① 局監督部暑からの賃金不払是正情報に基づく算調を実施していない

② 局監督部署からの賃金不払是正情報の提供が 6月末までにないにもかか

わらず、該当事案の有無を確認していない

【・未手続中の保険事故について認定決定を行っていない例】

未手続中の保険事故が発生した事業場について、認定決定を行っていない

【・歳入徴収官が決裁していない例】

歳入徴収官が、算定基礎調査書・認定決定決議書を決裁していない

状況がみられた。

3 年度更新における電子申請及び口座振替制度の利用

{1) 電子申請の利用勧奨

各局とも、年度更新期間中の労働保険料等申告・納付手続における電子申請利

用率の向上について、事業主等に電子申請の利用勧奨を行うとともに、各都道府

県社会保険労務士会、一般社団法人全国労働保険事務組合連合会支部及び事業主

団体等に対して協力を要請している状況がみられた。

しかしながら、一部の局においては、

【・電子申楕の利用について協力を要請していない例】

年度更新手続における電子申請の利用について、都道府県社会保険労務士会及

び一般社団法人全国労働保険事務組合連合会支部に協力を要請していない

状況がみられた。

{2} 口座振替制度の利用促進

各局とも、年度更新の事前の周知等に併せて、口座振替制度の利用促進を図う

ている状況がみられた。
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中には、

【Oポスターやリーフレットを作成している例】

口座振替制度のメリットを記載したポスターやリーフレットを作成し、各署に

おいて配布している

状況がみられた。

4 徴収事務に係る事務処理

(1）収入官吏等の任免

各局とも、局長が各部局の所属職員から収入官吏及び歳入歳出外現金出納官吏

（分任、代理を含む。以下向じ。）を任免している状況がみられた。

しかしながら、一部の局においては、

【・収入官吏等の事務の範囲を明示していない例】

収入官吏及び歳入歳出外現金出納官吏について、所掌する事務の範囲を明示し

ていない

状況がみられた。

(2) 現金領収僅書等の事務処理

各局とも、主任収入官吏及び分任収入官吏が事業主から現金を受領した場合に

は、現金領収証書に必要事項を記入し、領収証書（現金領収証書の第2片）を交

（＇＇ 付した上で、日本銀行への払込みを領収の日又はその翌日に行い、現金出納簿へ

の登記を即日に行っている状況がみられた。

中には、

【O現金の受渡しに誤りが生じないよう工夫をしている例】

現金領収時において、収納担当者が預り金額、納付額及び釣り銭額を記載した

用紙を現金とともに現金トレーに入れ、収納責任者がこれを確認している

状況がみられた。

しかしながら、一部の局においては、

【・現金領収柾書の肥入等が適正でない例】

①現金領収証書の「領収年月日」に記入誤りがある

② 分任収入官吏の現金領収証書に主任収入官吏名を記入し、収入官吏の官印

を押印して受領している

③ 現金領収証書の金額の頭部に「￥」を付していない

④ 現金領収証書の訂正に当たり、油性の朱肉を用いた訂正印を文字に重ねて

押印していることから、印影に重なった文字が化学反応により見えなくなっ

ている

⑤ 未使用の現金領収証書にあらかじめ分任収入官吏の氏名を記入している

⑥ 現金領収証書の分任収入官吏氏名の記入をボールベンによらず、ゴム印
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の押印により行っている

⑦ 領収証書に割印をせず、納入者に交付している

③ 現金領収証書の領収金額の内訳（徴定年度、期_81J) を記入していない

【・現金領収柾書の検印が適正でない例】

① 現金領収証書の原符に主任収入官吏（代理期間中は主任収入官吏代理）の

検印がない

② 現金領収証書の検印日と現金出納簿の確認、（決裁）日が異なる日付となっ

ている

【・書損処理が適正でない例】

① 書損した現金領収証書について、主任収入官吏が決裁していない

② 書損した現金領収証書の余白に書損年月日、書損理由又は書損後の経過を

記載していない

【・現金領収臨書の廃棄処理が適正でない例】

廃棄処理する使用済み現金領収註書について、主任収入官吏の決裁を受けずに

残枚数を切断している

【・スタンプ領収の取扱いが適正でない例】

① スタンプ領収に係る収納責任者等を指名する手続において、局長が決裁し

ていない

② 納期限後の集合徴収において、相当程度の領収件数が見込まれていないに

もかかわらず、本省に協議することなくスタンプ領収を実施している

③ スタンプ領収に当たり、金額の頭部に「￥Jの付されていない納付書で領

収している

状況がみられた。

(3）現金出納簿の事務処理

各局とも、現金出納簿には、現金及び証券を出納した年月日や金額等の必要な

事項を即日に記入し、主任収入官吏まで決裁している状況がみられた。

しかしながら、一部の局においては、

【・現金出納簿の肥入等が適正でない例】

① 収入官吏が現金の領収及び日本銀行へ払込み等をしたときに主任収入官

吏が現金出納簿を決裁していない

② 現金出納簿の年度計の金額を誤ったまま署長が決裁している

③ スタンプ領収に当たり、現金出納簿の摘要欄の領収件数を誤ったまま署長

が決裁している

④ 出納整理期間中の現金領収において、領収した年度区分と異なる年度を現

金出納簿に記入している

⑤ 主任収入官吏代理期間中にもかかわらず、主任収入官吏が現金出納簿を決

同
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裁している

⑤ 主任収入官吏代理期間中にもかかわらず、主任収入官吏が現金出納簿に訂

正印を押印している

⑦ 主任収入官吏代理期間中で現金等の出納があるにもかかわらず、現金出納

簿の摘要欄に「代理開始」及び「代理終止」を記入していない

③ 現金に代えて証券を受領したとき、現金出納簿の摘要欄にその受払いにつ

いて、現金と区別するための付記をしていない

状況がみられた。

（哨納付受庇証書等の事務処理

各局とも、主任収入官吏は納付受託証券整理簿を備え付け、分任収入官吏から

納付受託証書報告書（納付受託証書の第2片）と納付受託証券等の引継を受けた

とき、再委託銀行に証券を再委託したとき及び再委託銀行から領収証書の送付を

受けたとき等の場合には、所要事項を記入し、決裁している状況がみられた。

しかしながら、一部の局においては、

【・納付受託臨書の委配者誓約欄に記入等がない例】

納付受託証書の委託者誓約欄に委託者名等の記入及ひ、押印がない

【・納付受庇恒券整理簿を決裁していない例】

完結した納付受託証券について、署長が納付受託証券整理簿を決裁していない

【・納付受託匝券整理簿の備考欄の表示が適正でない例】

完結した納付受託証券について、納付受託証券整理簿の備考欄に（完）を表示

していない

状況がみられた。

（司現金領収極書等の保管

各局とも、現金領収証書等の使用時以外においては、主任収入官吏又は分任収

入官吏に任命されている者のうち役職が一番上の者が、施錠可能で堅固な容器（金

庫又は保管庫）に保管している状況がみられた。

(6) 払込未済保険料等の保管及び払込

各局とも、収入官吏が現金又は証券を受領したときは、領収の日又はその翌日

に日本銀行へ払い込んでおり、払込未済の現金については、これを主任収入官吏

が管理する金庫に保管している状況がみられた。

しかしながら、一部の局においては、

【・領収金の払込遅延が生じている例】

収入官吏が受領した現金について、日本銀行への払込みが遅延している

状況がみられた。
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（司匝票の管理

各局とも、徴収職員証票、収入官吏章及び歳入歳出外現金出納官吏章は、滞納

整理等必要のあるときのみ携帯し、それ以外のときは施錠できるロッカー又は金

庫で保管し、紛失等がないよう管理を徹底している状況がみられた。

（副その他の取組

各局とも、徴収事務について、本省留意通達及び「徴収関係事務取扱手引 I（徴

収・収納）平成25年 3月Jに基づき、適正な事務処理の確保に努めている状況が

みられた。

中には、

【O中央監察結果報告書の主要指摘事項を盛り込んだ手引を作成している例】

現金領収証書、歳入歳出外現金領収証書、納付受託証書、現金出納簿等の記入

例及び留意事項に加え、中央労働保険適用徴収業務監察結果報告書の主要指摘事

項を盛り込んだ事務取扱手引を作成している

【O各署長に毎月徴収事務を点検させている例】

徴収事務に係る事務処理誤り及び不正の防止対策として、証書の保管、受払金

額相違、事務処理遅延及び証書の書損処理の点検事項を盛り込んだ点検表を局が

作成し、各署長に対し毎月 1回の点検を指示している

状況がみられた。

（割適用徴収システムに係るセキュリティ対策

各局とも、インターネット利用時、電子メール利用時、外部媒体利用時及び電

子データの取扱時におけるセキュリティ対策やウイノレスの侵入が検知された場合

の対応についての周知を行い、セキュリティ対策を講じている状況がみられた。

しかしながら、一部の局においては、

【・暗号化等が図られていない例】

個人情報や事業場情報等を含む重要データについて、適用徴収システム情報セ

キュリティ対策実施手順に基づく格付けh 取扱制限及びパスワードを設定した暗

号化が図られていない

状況がみられた。

5 特別加入に係る事務処理

各局とも、特別加入申請書、特別加入に関する変更届及び給付基礎日額変更申請

書については、局長決裁の上、承認し決定していた。

しかしながら、一部の局においては、

【・特別加入承認通知書等を発出していない例】

口。



特別加入に関する変更屈に対し、特別加入承認通知書及び特別加入給付基礎日

額決定通知書を発出していない

状況がみられた。

＼、
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第2 労働保険の未手続事業一掃対策の推進

1 末手続事業一掃対策の計画策定

各局とも、未手続事業の適用促進については、前年度までの取組実績や問題点等

をPDC  Aサイクノレにより、中期的な展望に立った年次別の適用促進計画を策定し

ていた。

当年度の計画については、前年度の取組における成果や問題点等を分析・評価し

た上で重点的に取り組む業種、規模、地域等を選定し、局内各課等との具体的連携
し

策、成立手続指導の年間目標件数、職権による成立手続の実施予定件数が盛り込ま

れていた。

中には、

【O新たに運輸事業を営む者に対し労働保険の加入等を説明している例】

地方運輸局が毎月開催している貨物自動車運送事業新規許可証交付時説明会に

おいて、労働保険の加入、保険給付の手続に関する説明を行っている

【O新たに介護事業を営む者に対し労働保険の加入等を説明している例】

① 都道府県が毎月開催している介護事業の新規指定前研修会において、労働保

険の加入、保険給付の手続に関する説明を行っている

② 都道府県及び市区町村の保健医療介護部門がそれぞれ毎月開催している新規

指定介護事業者説明会において、労働保険の加入、保険給付の手続に関する説

明を行っている

③ 都道府県から介護事業者の新規参入名簿の提供を受けて、来手続事業名簿に

力日えている

【O新たに飲食店を営む者に対し労働保険の加入等を説明している例】

市区町村が毎月開催している新規開業者のための食品衛生講習会において、労働

保険の加入、保険給付の手続に関する説明を行っている

【Oテレビ放送等による広報をしている例】

都道府県が放映権等を持つテレビ番組（地上波放送）及びラジオ放送（FM放送）

において、放送枠の提供を受け、適用促進の広報をしている

【O労働保険加入手続のパンフレツトを作成し配布している例】

労働保険制度をコンパクトに取りまとめたパンフレットを作成し、事業主の利用

が多数認められる法務局、国税局及び年金事務所等に配布している

状況がみられた。

しかしながら、一部の局においては、

【・重点的に取り組む業種等を選定していない例】

適用促進計画において、本省留意通達に示された重点的に取り組む業種、規模、

地域をいずれも選定していない

【・成立手続指導の年間目標件数を盛り込んでいない例】

適用促進計画に成立手続指導の年間目標件数を盛り込んでいない
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状況がみられた。

2 来手続事業一掃対策の取組

{1｝適用促進計画の進捗状況に係る局管理者の管理

各局とも、適用促進計画の進捗状況については、局管理者による組織的な管理

を行っている状況がみられた。

しかしながら、一部の局においては、

【・進捗状況の組織的な管理が十分でない例】

適用促進計画について、計画の進捗状況を局長に報告していないなど進捗状況

の組織的な管理を行っていない

状況がみられた。

{2) 受託団体との連携

各局とも、あらゆる機会を通じて未手続事業の把握を行い、未手続事業名簿を

局において一元的に管理するとともに、受託団体と未手続事業情報を共有するな

どの連携を図っていた。

なお、受託団体の労働保険適正加入推進員が加入勧奨のために戸別訪問する前

に、局長名の加入勧奨文書を対象事業場あて発出することにより、受託団体が加

入促進を効果的に実施できるようにしていた。

。）職権による成立手続の実施

各局とも、手続指導を行っても自主的な成立手続を行わない事業に対して、職

権成立手続を行っている状況がみられた。

しかしながら、一部の局においては、

【・職権成立手続を行っていない例】

当年度の職権成立台帳に登載された前年度から繰り越した事業のうち、常用労

働者10人以上の未手続事業について、当年度中に職権による成立手続を行って

いない

状況がみられた。
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第3 労働保検事務組合に対する監査

1 監査の実施

各局とも、事務組合制度の信頼性を確保し、その健全な発展を図るために、事務

組合における適正な業務執行を確保し、また、不正の発生を未然に防止することが

必要であるとの観点から、計画的かつ定期的に事務組合に対して監査を行っている

状況がみられた。

しかしながら、一部の局においては、

【・一部の事務組合に対して監査を実施していない例】

一部の事務組合に対して、原則3年に 1回の監査を実施していない

【・臨時監査を実施していない例】

3 0 0万円以上の労働保険料を滞納している事務組合に対する臨時監査を実施

していない

【・委託事業場に対する算闘を実施していない例】

一部の事務組合に対する監査の実施に当たり、委託事業場に対する算調を実施し

ていない

状況がみられた。

2 監査実施後の措置

各局とも、事務組合に対する監査終了後、事務組合の運営上、改善、是正されな

ければ当該事務組合の適宜な運営が著しく阻害される要因となる事項については、

局長決裁の上、文書によって事務処理の改善指示を行っていた。

中には、

【O局が作成したガイドブックにより手続を説明している例】

事務組合に対する監査等を実施後、必要に応じて事務組合の責任者に対し、局が

作成したガイドブックを用いて所要の手続を説明している

状況がみられた。

しかしながら、一部の局においては、

【・文書による改普指示をしていない例】

事務組合に対する監査の結果、事務処理の改善指示を文書で行う必要がある事項

について、文書による改善指示をしていない

【・改善指示の内容が適切でない例】

金融機関の保険料専用口座に労働保険料以外の残額があることについて、その原

因を究明し改善するよう指示していないなど指示の内容が適切でない

状況がみられた。
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3 その他の工夫例

【O過去の実績を勘案した重点対象事務組合を般定している例】

過去の実績から継続的に指導等が必要と判断した事務組合を重点対象事務組合

として、業務改善計画書の提出を求めている

【O事務組合担当者に研修を実施している例】

事務組合における事務処理能力の向上を図るため、事務組合の担当者を対象とし

た初任者研修及び担当者研修を実施している

状況がみられた。

円
、
u

噌

E
A



第4 地方労働保険適用徴収集務監察

1 監察方針及び監察計画の策定と実施

各局とも、総務部長（徴収部長）を始め関係部課室長が中心となって、本省留意

通達、中央・地方監察結果報告及び管内の行政課題等を踏まえた検討を行い、監察

方針及び監察計画を策定し監察を実施していた。

しかしながら、一部の局においては、－

【・監察計画等の策定時期が遅れている例】

監察方針及び監察計画を前年度末までに策定していない

状況がみられた。

2 監察実施後の措置

各局とも、実地監察の終了後、局長及び関係部課室長に監察結果の概要を口頭で

速やかに報告していた。

監察の結果、是正改善を要する事項については、関係部課室長との検討を行った

上で、文書により是正改善を指示していた。

3 監察結果報告書の活用

各局とも、地方監察結果を取りまとめ監察結果報告書を作成し、局署の職員に周

知していた。また、地方監察結果と併せ、中央監察結果報告書の内容と局署の事務

処理とを照らし合わせて、自局の問題点等について検証の上、改善すべき事項や事

務処理の留意点等を署長会議、署労災担当課長会議における説明及び各種職員研修

での教材として活用していた。

しかしながら、一部の局においては、

【・検粧結果等の周知が十分でない例】

労働保険適用徴収担当職員に対し、検証した結果に基づく改善すべき事項、事務

処理の留意点等の周知が十分でない

状況がみられた。
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第5 職員研修

各局とも、労働保険適用徴収業務の質的向上を図るため、労働保険適用徴収担当

職員及び署管理者を対象とした計画的な研修に取り組んでいる状況がみられた。

また、労働保険適用指導員等非常勤職員に対しては、労働保険適用徴収制度、年

度更新業務等の内容とともに、個人情報保護や情報セキュリティ対策についても研

修を実施していた。

中には、

【O外部講師を招へいし捜索、差押えの研修を行っている例】

地方税の滞納処分を担当している地方自治体の職員を外部講師として招へいし、

捜索、差押えに係る手法についての研修を行っている

【O研修を工夫している例】

① ロールプレイング方式を取り入れた銀行預金差押えの研修を行っている

② 個人情報をマスキングした現金領収在書や小切手等の写しを教材とした研4彦
を行っている

③ 労働保険適用徴収制度の基本から差押えの実務までを盛り込んだ財産調査・

滞納処分マニュアノレを作成し研修に活用している

状況がみられた。

しかしながら、一部の局においては、

【・新たに従事する職員に対する研修が朱実施又は遅延している例】

新たに適用徴収業務（収納事務を含む）に従事する職員に対する研修を実施して

いない、又は異動後1か月以内に実施していない

【・必要な研修時間を確保していない例】

新任の署長、次長に対する適用徴収関係研修（収納事務を含む）について、収入

官吏の事務処理等を理解させるために必要な時間を確保していない

状況がみられた。
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第6 業務効率化等の取組

各局とも、近年の国家公務員を取り巻く厳しい環境の中、労働保険適用徴収業務

を的確に遂行するため、業務の効率化等へ積極的に取り組む状況がみられた。

中には、

【O非常勤職員に研修を実施じ納付督励補助等に活用している例】

職員を差押え等の業務に専念させるため、非常勤職員に研修を実施し、納入状況

の定期的な確認、電話による納付督励補助、債務承認書及び納付計画書の提出に係

る事務処理などを担当させている（再掲）

【O非常勤職員向けの簡易マニュアルを整備している例】

非常勤職員向けの労働保険適用徴収業務受付マニュアノレを作成している

【Oマニュアルを整備しシステムにより共有化している例】

労働保険適用徴収担当職員のスキルアップを図るため、収納事務ガイドライン、

算調に係る業務資料、特別加入関係事務処理要領及び雇用保険印紙関係事務処理マ

ニュアル等を作成し、局職員のみならず署職員も閲覧できるよう労働基準情報シス

テムの共有領域に保存にしている

【O滞納整理実務研修資料を毎年改定している例】

納付督励、財産調査及び差押え等に係る事務処理のポイント、最新の金融機関照

会先一覧などを取りまとめた実務研修資料を毎年改定し、担当職員に配布している

（再掲）

【O研修を工夫している例】

労働保険適用徴収制度の基本から差押えの実務までを盛り込んだ財産調査・滞納

処分マニュアルを作成し研修に活用している（再掲）

【O適用徴収システムの年度吏新データを活用している例】

適用徴収システムの年度更新データを基に、非正規労働者数の割合が高い、雇用

保険免除対象高年齢労働者数の割合が高い、又は還付金額が多い等の事業場を抽出

し、計画算調対象事業場の選定に加えている（再掲）

【O事務組合担当者に研修を実施している例】

事務組合における事務処理能力の向上を図るため、事務組合の担当者を対象とし

た初任者研修及び担当者研修を実施している（再掲）

【O労働保険加入手続のパンフレットを作成し毘布している例】

労働保険制度をコンパクトに取りまとめたパンフレットを作成し、事業主の利用

が多数認められる法務局、国税局及び年金事務所等に配布している（再掲）

【Oテレビ放送等による広報をしている例】

都道府県が放映権等を持つテレビ番組（地上波放送）及びラジオ放送（FM放送）

において、放送枠の提供を受け、適用促進の広報をしている（再掲）

状況がみられた。
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第7 まとめ

労働保険適用徴収業務の運営に当たっては、適正かっ効率的・効果的な事務の運

営とその水準の維持・向上を図るとともに、公正妥当な基準に基づき客観的に検査、

評価することにより行政の斉一性を確保しなければならない。こうした視点で実施

した監察において、各種事務処理が法令、通達、事務取扱手引等に基づき適正に実

施されており、事務処理マニュアノレを整備して非常勤職員の有効活用を図っている

等の好事例がみられたものの、問題のある事務処理もみられた。

問題のある事務処理の多くは、局署管理者が各種事務処理における問題の把握、

当該問題の生じた背景・原因の分析及び是正改善のための対応等を担当者任せとし

て組織的な進捗状況の管理が行われていないこと並びに担当者のみならず局署管

理者においても、事務処理の留意点等を十分に理解していないことから生じている

ものである。

このため、局署管理者はその責務を担う重要性を認識し、的確な進捗状況の管理

を行うとともに、中央・地方監察結果報告、本省留意通達等を踏まえ自局の取組状

況、問題点を検証した上で、改善が必要と認められる場合には、早期かっ確実に改

善を図り、併せて改善措置を各局業務計画に反映させる必要がある。さらに、各種

会議、研修等のあらゆる機会を通じて管理者及びすべての労働保険適用徴収担当職

員に周知し、適正な事務処理が定着しているかを検証する必要がある。
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平成27年度．中央労働保険適用徴収集務監察 実施労働局及び労働基準監督署

労働局名 労働基準監督署名

03 芳U三Ji 手 岡｜

仙 ．ロL」、 古 JI I 

郡 山 いわき

宇都宮 栃 木

晶 崎

ロロロ J 11 新 宿

長 岡 一 条一一
16 * 富 山 高 岡 魚 津

17 自民家 騨ti !J 金 沢 松

19 山 梨 甲 府

20 医薬~
21 阜 大 垣

23 名古屋南 名古屋西 岡 崎

25 東近江

26 京都下

27 大阪中央 木

奈 良

米 子

32 島 キ艮 出 雲

34 広 島 呉 ｜福 山

36 i：常務月・＞＼・議；；.：； 徳 島・.ι 官・＋ 晶 ' 圃.. 

38 愛 媛 新居浜

40 ti 岡 福岡中央 久留米

42 t:{f.，；長（ti・ ，.＇：：崎；ii@,佐世保 諌 早

45 r呂.._, 崎 延 岡

47 沖 縄 沖 縄

言十 2 5局 10署

1 ＊印の労働局については、監督署のみ実施した。

2 網掛けの労働局の監察は中央雇用保険監察官が、それ以外の労働局・

監督署は、中央労災補償監察官が実施した。
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